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船舶事故調査報告書 

 

平成２９年７月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 旅客負傷 

発生日時 平成２８年４月１７日 ０９時５５分ごろ 

発生場所 沖縄県恩納
お ん な

村真
ま

栄田
え だ

岬北東方沖 

 前兼
まえがね

久
く

港第１号灯標から真方位２９５°１,０２０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°２７.２′ 東経１２７°４６.８′） 

事故の概要 ダイビング船帆乃
ほ の

夏
か

は、シュノーケリングを終えて帰航中、旅客２

人が負傷した。 

事故調査の経過 平成２８年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ダイビング船 帆乃夏、３.５トン 

 ＯＮ３－５８０１３９（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.８６ｍ（Lr）×３.０６ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関２基、２２０.６０kＷ（合計）、平成２２年６月 

 第２９６－２４６８１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成４年４月９日 

  免許証交付日 平成２３年１２月１９日 

         （平成２９年４月８日まで有効） 

旅客Ａ 女性 ３３歳 

 死傷者等 重傷 １人（旅客Ａ）、軽傷 １人（旅客Ｂ） 

 損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北、波高 約１.５ｍ 

恩納村には、４月１７日０８時２４分に波浪注意報が発表され、本

事故時も継続していた。 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び‘乗組員兼インストラクタ’（以下「乗組員」と

いう。）８人が乗り組み、平成２８年４月１７日０９時５０分ごろ、

真栄田岬南東方沖でのシュノーケリングを終えた旅客２６人を乗せ、

恩納村真栄田漁港に向けて帰途についた。 

本船は、船長が操舵装置の後方に立って操舵輪を握り、北方から風
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が吹いて波が出てきたので約６ノットの対地速力とし、正船首方から

波を受けるのを避けて北東進した。 

旅客は、舷縁に沿って甲板上に並んで座るなどの姿勢をとってい

た。 

旅客Ａは、前部甲板の右舷側の船首側から４人目で舷縁に手を掛け

て右舷方に向き、しゃがんだ姿勢で右隣の船酔いをしている友人の背

中をさすったりしていた。 

別の旅客（以下「旅客Ｂ」という。）は、前部甲板の右舷側の最も

船首側で舷縁に背中を付けて足を前に出して座っていた。 

本船は、０９時５５分ごろ、変針予定場所で減速して左転中、波高

約１.５ｍの波を正船首方から受けて乗り越え、船体が上下に動揺し

た際、旅客Ａ及び旅客Ｂが浮き上がってでん部から甲板上に落下し

た。 

船長は、前部甲板の右舷側に座っていた旅客が同甲板で浮き上がっ

て落ちたことを認めたものの、旅客から負傷等の申し出もなかったの

で異常がなかったものと思って航行を続け、１０時１０分ごろ真栄田

漁港に入港し、波が高くなったのでその後に予定していた出航を中止

した。 

旅客Ａ及び旅客Ｂは、真栄田漁港からダイビングショップまで戻

り、衝撃で受けた腰部の痛みが消えなかったので、車で病院に行き、

旅客Ａが腰椎の骨折、旅客Ｂが腰部及び左肩の打撲とそれぞれ診断さ

れた。 

船長は、旅客Ａ及び旅客Ｂがけがをしたことをダイビングショップ

から聞き、旅客Ａ及び旅客Ｂが滞在しているホテルへ見舞いに行っ

た。 

旅客Ａ及び旅客Ｂは、旅客Ｂが海上保安庁に本事故の発生を通報し

た後、帰宅した。 

旅客Ａ及び旅客Ｂは、帰宅後に受診した病院で旅客Ａが第１腰椎チ

ャンス骨折1、旅客Ｂが腰椎椎間板損傷とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.５０ｍ、船尾約０.８５ｍであった。 

船長は、約３０年間、本事故現場付近の海域を航行していた。 

船長は、本事故当時、健康状態が良好であり、疲労も感じていなか

った。 

船長は、ふだんから真栄田岬管理事務所、僚船及び真栄田岬に派遣

したダイビングショップのスタッフ等から真栄田岬付近の海象情報を

収集しており、本事故当日、本船が真栄田漁港を出港したとき、真栄

田岬南西方沖では、ダイビング船が約４～５隻おり、海上が平穏であ

                             
1  「チャンス骨折」とは、シートベルト骨折ともいい、腰椎３番以下でみられる。腰椎の椎体から棘

きょく

突起
と っ き

にかけて

水平に横断する骨折をいう。 
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ると聞いていた。 

本船は、本事故当時、旅客のうち６人が後部甲板で船横方向に並ん

で座り、ほかの２０人が前部甲板の右舷側と左舷側に均等に分かれ、

大半の者が同甲板の中央部に座っている乗組員と向き合うような体勢

で舷縁に背中を付けて座っている状態であった。 

本船は、本事故当時、旅客及び乗組員がシュノーケリング時に使用

したそれぞれのマスク、フィン及び浮き輪（直径約１ｍ）７個が前部

甲板の中央部付近に置かれてあった。 

船長は、本事故当時、旅客を本船の動揺の少ない前部甲板の中央部

及び船尾部に着座するように周知しなかった。 

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 船長等の口述に基づく着座状況概略図 

旅客Ａ及び旅客Ｂは、本事故時、ウェットスーツ及び救命胴衣を着

用していた。 

旅客Ｂは、甲板上に落下した後、前部甲板で横になった状態で痛み

により起き上がることができず、速度を落とすように叫んだものの、

周囲の音にかき消されたかもしれないと思った。 

船長は、海上保安庁が行う小型船舶の航行安全指導にボランティア

として協力する海上安全指導員であり、自らが本事故を生じさせたこ

とに衝撃を受けて気持ちが落ち着かず、海上保安庁に通報することを

失念していた。 

旅客Ｂは、本事故後、船長から海上保安庁に関係ある仕事をしてい

るので、通報しなくてもよい旨を言われたものの、通報がなされてい

ないことを知り、自ら通報した。 

船長は、本事故後、ダイビングショップが旅客Ａ及び旅客Ｂ以外の

旅客に電話で連絡してけがをしていないことを確認したと聞いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、真栄田岬北東方沖を真栄田漁港に向けて波高約１.５ｍの

船首 船尾 

操舵装置 
旅客Ｂ 

旅客Ａ 

 

乗組員 

船長 

旅客 

マスク、フィン及び浮き輪 
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波がある状況で左転中、船長が旅客を本船の動揺の少ない前部甲板の

中央部及び船尾部に着座するように周知しなかったことから、波を正

船首方で受けて乗り越えた際、船体が上下に動揺し、前部甲板の右舷

船首側に居た旅客Ａ及び旅客Ｂが、浮き上がってでん部から甲板上に

落下して負傷したものと考えられる。 

船長は、帰航時、動揺することを予想していなかったことから、シ

ュノーケリング時に旅客及び乗組員が使用したマスク、フィン及び浮

き輪を前部甲板の中央部付近に置かせるとともに旅客に動揺の少ない

場所への着座を周知しなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、真栄田岬北東方沖を真栄田漁港に向けて波高約

１.５ｍの波がある状況で左転中、船長が旅客を本船の動揺の少ない

前部甲板の中央部及び船尾部に着座するように周知しなかったため、

波を正船首方で受けて乗り越えた際、船体が上下に動揺し、前部甲板

の右舷船首側に居た旅客Ａ及び旅客Ｂが、浮き上がってでん部から甲

板上に落下したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・波による衝撃を受ける可能性があるときは、荷物を整理し、旅客

を甲板の中央部及び船尾部に誘導すること。 

・荒天が予想される場合は、出港を見合わせること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船の進路 
本船 
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真栄田漁港 

事故発生場所 

（平成２８年４月１７日 ０９時５５分ごろ発生） 

前兼久港第１号灯標 

本船がシュノーケリング時にブイ係留していた

場所 

真栄田岬 

沖縄県 

恩納村 

 

沖縄県 


